
令和 ７ 年度（2025年度）事業計画 

自 令和 7 年 4 月  1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本地震工学会 

公 1 地震工学および地震防災に関する 

学術・技術・教育の振興と普及 



令和７年度(2025 年度) 事業計画 

公 1 地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の振興と普及 

公益社団法人日本地震工学会

日本地震工学会は、2001 年 1 月 1 日に任意団体として創立された当初から、地震工学に関する

分野横断的な調査・研究の推進、地震災害軽減のための国際的活動の展開、地震防災に関する提

言・知識の普及および防災教育等の社会的活動、の 3 つの柱で活動を行ってきた。2010 年 2 月 4

日に任意団体から一般社団法人に移行し、これらの活動の更なる充実を図ってきた。そして、創

立から 12 年経った 2013 年 5 月 1 日には、公益社団法人として新たなスタートを切った。定款に

は、「この法人は、地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展をはかり、地震

災害の軽減に貢献する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的とする。」とあり、創

立当初からのぶれない柱が脈々と受け継がれている。

本年度は公益社団法人に移行して 13 年目となる。公益法人としての円滑な運営を今後も着実に

行っていくとともに、公益事業を推進する。研究委員会活動の推進や研究発表機会の充実といっ

た学術的発展、他学会ならびに産官学、防災関連団体、報道機関といった社会との連携、講演会

やマスコミなどを通じた社会への情報発信等に取り組む。地震工学の専門家集団として社会に地

震災害の実態と対策を伝え、地震災害の軽減に向けて上記の取り組みを積極的に行うために、以

下に示す 1〜8 の事業を実施する。 

1．調査研究とその振興

2．研究発表会の開催

3．会報と論文集および研究成果等の発行

4．文献・資料の収集および活用

5．講演会・講習会・展覧会・見学会等の開催による普及活動

6．国内外との学術・技術・教育の交流

7．業績の表彰（表彰・顕彰事業）

8．日本地震工学会機構運営に関する所管事業

以降に各項目の詳細を示す。



１．調査研究とその振興

（１）目的と概要

地震工学分野の調査・研究を進展させ、成果を広く国内外に還元して社会の地震防災力向上

に貢献するため、各種の調査研究委員会を設ける。その振興、統括は研究統括委員会が行う。

また、必要に応じて、研究統括委員会とは別に会長直轄の委員会である「会長特別委員会」を

設ける。

（２）2025 年度調査研究委員会等活動計画

2025 年度は次の 2 つの調査研究委員会の活動を実施する。また、本会の目的に合致した新規

提案が行われた際には、研究統括委員会での審議を経て調査研究委員会を組織し、調査研究活

動を実施する。

1）津波荷重評価の体系化の心得を取り纏める研究委員会

（委員長：有川太郎、設置期間：2022 年 4 月〜2025 年 9 月）

本委員会では、構造物に作用する様々な津波荷重の評価手法に関して、東日本大震災を受

けて実施された実験や数値計算による知見を整理し体系化することを目的に以下の活動を

行う。

・現地踏査を実施し、現地での津波対策について議論する。

・津波波力の歴史、評価に関する成果報告書を基に、成果報告会を開催する。

2）地形を考慮した地震動特性に関する研究

（委員長：津野靖士、設置期間：2025 年 4 月〜2028 年 3 月）

本委員会では、地形や不整形地盤、地盤の非線形性が地震動に及ぼす影響に関する研究を

行う。その際は、合同観測で得られたデータや防災科学技術研究所の基盤強震観測網の地震

データ等を使用する。得られた結果について、強震動予測・評価のワークショップや年次大

会、報告会を通じて会員に提供する。

（３）講演会・講習会等の開催による社会への普及啓発

地震工学や地震防災等に関わっている研究者・技術者・官公庁職員およびこの分野を目指し

ている学生等を対象とした学術的なセミナー、ワークショップ、講演会・講習会等を実施する。

（４）地震災害対応活動

国内外での地震災害発生時には地震情報を収集し、必要に応じて調査団を派遣し、調査結果

を社会に発信する。

２．研究発表会の開催（担当：大会実行委員会）

 日本地震工学会では、地震・耐震工学に関連する横断的な幅広い研究課題について発表し、

討論を深めるために、年次大会を開催してきている。2025 年度は、大学院生を中心とする地震

工学の将来を担う若手研究者が積極的に発表できる機会として、昨年度と同様に 12 月の実施

とし、12 月 9 日～10 日にて沖縄県那覇市での開催を計画する。開催方式としては、対面形式で

の開催を検討する。また、大会では、日本に滞在中の留学生、外国人研究者のための英語によ

る研究発表の場であるとともに、日本人学生、研究者にも英語による論文発表の場としても活

用できる国際セッションも設けることを検討する。さらに、大会発表時における若手を対象と

した「優秀論文発表賞」を設け、若手研究者の優れた論文発表者を表彰する。





員および社会に公開する。

（２）地震観測記録（強震記録）

地震観測記録は地震工学や地震防災において最も重要かつ基本となる情報である。全国の各

強震観測機関（各電力会社、各民間技術研究所等）から提供を受けた地震観測記録（強震デー

タ）を実費にて頒布する。なお、一部のデータは（財）震災予防協会の事業を引き継いだもの

である。

（３）学会出版物の電子化および公開（担当：情報コミュニケーション委員会）

日本地震工学会が中心となって行ったシンポジウムや年次大会の梗概集、研究委員会報告書

などは、地震工学や地震防災の研究を進めていく上で貴重な資料となる。そのため、これら資

料を収集するとともに電子化し、広く会員および社会に対して公開する。

５．講演会・講習会・展覧会・見学会等の開催による普及活動（担当：事業企画委員会）

 地震災害軽減のための普及啓発事業として、若手や学生に向けた地震工学や地震防災に関する

講演会・講習会・見学会等の事業を実施する。また、毎年恒例の E-ディフェンス見学会、震災予

防講演会、DX 講習会に加え、収益確保につながる新たな行事の企画、アーカイブスの販売等に

ついて検討する。

６．国内外との学術・技術・教育の交流

 日本地震工学会は、建築分野、土木分野、地盤分野、機械分野（プラント施設等）、海岸工学

分野（津波等）、地震学分野、計画分野（防災計画等）において地震工学や地震防災を専門とし

た研究者・技術者やそれらを学ぶ者から会員が構成されており、関連する分野で開催される地震

工学や地震防災に関連する事業に関して共催・後援・協賛等を行っている。2025 年度は以下の活

動を行う。

（１）地震災害合同調査団の派遣（担当：地震災害対応委員会、地震被害調査関連学会連絡会）

国内で震度 6 弱以上が観測されるか、海外で甚大な被害を伴う地震が発生した時に、以下の

活動を行う。

・地震情報を収集し、関係者へ配信する。

・適宜、収集した地震情報を本会ウェブサイトや会員一斉メールにて提供する。

・地震発生時に会長名でお見舞い文の発信を行う。

また、地震災害対応本部が設置された場合には、そのもとで、調査団派遣、調査報告会開催

等の対応活動に関する事務局的業務を担う。

・「地震被害調査関連学会連絡会」による情報収集、調整作業を実施する。

・若手研究者、技術者を対象とした地震調査費用補助を実施する。

（２）共催・後援・協賛事業

本会の目的および活動に有益なものについて、各種団体等からの依頼による共催、後援、協

賛依頼に対応し、共に活動を行う。

（３）他学会との連携

研究委員会や地震災害対応等の活動および各種連絡会等を通じて地震工学の関連学会との連



携を推進する。地震学会との年次大会（2027）の共同開催の計画を策定する。 

（４）IAEE 事務局支援委員会

IAEE（International Association for Earthquake Engineering、国際地震工学会）の日本からの代表

団体として、IAEE 事務局の活動を支援する。 

（５）国際委員会

ニュースレターの英文記事の作成など、日本地震工学会活動成果の海外情報発信と情報交流

などを行う。また、地震工学に関する海外の学術協会との学術交流を継続し、MOU を結んだ海

外の学会とウェブページにて相互リンクを貼る活動を行う。また、JAEE Newsletter に掲載して

いる留学生コラムの継続に向けた活動を行う。

７．業績の表彰（表彰・顕彰事業）

 地震工学・地震防災分野の発展向上に著しい貢献や研究成果を挙げた者を対象に、表彰・顕

彰を実施する。また、この分野の新たな研究推進と将来の社会貢献を担う人材の育成を図るこ

とを目的に、若手研究者を対象とした顕彰を実施する。以下に各賞の目的を示す。

（１）功績賞

地震工学および地震防災の進歩・発展に顕著な功績があると認められた者を表彰する。

（２）功労賞

地震工学および地震防災軽減における活動、運営、発展に対する業績があると認められた者

を表彰する。

（３）名誉会員

日本地震工学会の目的達成に多大な貢献をした者、または地震工学あるいは地震防災に関す

る学術・技術の進歩発展に功績顕著な者に、社員総会の議決を経て、名誉会員の称号を贈る。

（４）論文賞

2023 年 11 月 1 日～2025 年 10 月 31 日までの期間に日本地震工学会論文集に論文を発表し、

独創的な業績を挙げ、これが地震工学および地震防災における学術・技術の進歩、発展に顕著

な貢献をなしたと認められる論文の著者である個人を表彰する。

（５）論文奨励賞

日本地震工学会論文集に論文を発表した若手研究者（受賞年の 4 月 1 日において満 35 歳以

下）で、その論文が地震工学および地震防災の分野で優れた研究と認められた著者を表彰する。

（６）大崎順彦賞

地震工学に主軸を置き、地震工学に新しい視点や考え方を取り入れ、周辺領域の研究成果を

採り込んで課題解決を行うなど、挑戦的で地震工学の裾野を広げるような研究・開発を継続的

に実施し、優れた成果を上げた個人（受賞年の４月１日において 45 歳以下）を表彰する。 

（７）優秀発表賞

年次大会に論文を著者として投稿し、優れた発表を行った若手研究者（大会開催年度の 3 月

31 日時点で満 35 歳以下)を表彰する。 

（８）感謝状

その年度に於いて特に本会が目的とする地震工学・地震防災分野の発展向上に貢献のあった

個人や法人に感謝状を贈る。



８．日本地震工学会機構運営に関する所管事業

 この法人の定款に基づく会務を実施するため、以下の機構運営のための委員会、部会を設置

しその任務を遂行する。

（１）特別委員会

1）将来構想委員会

以下の活動を行う。

① 委員会を年 4 回程度開催し、理事会に提案した事項に関する検討状況の進捗状況を確

認する。基本的にはオンライン開催とし、必要に応じて対面会議とする。

② 当会の財政状況の改善に向けて、本委員会の遊撃手的な立ち位置を活かした検討を継

続する。

③理事会の各委員会担当理事に協力して提案事項の実施について検討を進める。

（２）総務・会計

1）総務部会

総会、理事会、正副会長会議のスムーズな運営をサポートする。また、事務局の学会業務

の負担軽減施策と業務の引継ぎによる継続性を確保した運営体制の検討を行う。昨今の物価

上昇および賃金上昇（東京都の最低賃金）を反映した事務局員とパートタイムの賃金の見直

しを実施する。2025 年度は、公益社団法人に関連する法改正の対応として外部監事・外部理

事の受け入れ準備として、定款および規則、規程の改定、業務内容に関する検討を行う。

2）会計部会

学会の予算管理を行い、公益目的事業会計と法人会計の会計処理を適正に行うための活動

を行う。具体的には、以下の活動を行う。

① 令和 6 年度（2024 年度）決算案の策定

② 会計士及び監事による会計監査の実施

③ 令和 7 年度（2025 年度）予算執行状況に関する管理月報の管理、理事会への報告

④ 令和 8 年度（2026 年度）予算案策定（総務部会と合同）

⑤ 新公益法人会計基準対応（補足：内閣府への R6 年度提出分（3 月計画、6 月報告と決

算）については、旧会計基準に従い旧形式で提出する。R7 年度から R10 年度（R7~R9 年

度は猶予期間）の間に会計ソフトの更新を行い、新基準に従った報告書の提出となる。） 

3）広報部会

学会活動や関連分野の調査・研究成果等を目的に応じて効果的に情報発信するための検討

を行う。

① 学会誌（年３回発行）を、国土交通省・文部科学省・気象庁の各記者クラブなどの関係

機関に配布

② 学会大会やシンポジウム、学会活動等に合わせて随時プレスリリースを作成し、記者ク

ラブや関係報道機関に配布

③ 国内外のメディアからの問い合わせ・取材対応

4）選挙管理委員会

役員選挙の管理・運営を行うための活動を行う。2026 年度に実施予定である会長候補・監

事候補の同時選挙の基本計画を作成する。



5）役員候補推薦委員会

2025 年度は活動なし。

（３）会員・情報

1）会員部会

以下の検討、活動を実施する。

① 会員増強のための施策の検討

- 広く会員を募るための会員メリットや会員規約の検討

- ベースロード収入を確保するための会費の検討

- 新規会員の勧誘施策の検討

② 会員入会パンフレット作成および展示会等での配布

③ スペシャルアドバイザーの増員方法の検討

④ 公開講座、出前授業の周知方法の検討

2）情報コミュニケーション委員会

日本地震工学会会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行っ

てコミュニケーションを促進させるとともに、日本地震工学会の活動を広く一般に公表する

ため、次の活動を行う。

① JAEE Newsletter を作成し、一般向けにウェブサイトに掲載

② JAEE News を作成し、学会員にメール配信

③ 行事・催し物、研究委員会活動、地震災害関連等の情報を一般向けにウェブサイトに

掲載

④ サーバーの管理、更新

- システム更新に伴い、投票システムと講座等申込システムの機能追加対応

⑤ アーカイブ情報発信

以上
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